
匝二重報酬の算定構準画  

［ 
介章サーヒス 

ト   」：平成21年度見直し案箇所  

Ⅰ指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造  

1訪問介護費  

2 訪問入浴介護費  

3 訪問看護費  

4 訪問リハビリテーション費  

5 居宅療養管理指導責  

6 適所介護費  

7 適所リハビリテーション費  

8 短期入所生活介護費  

9 短期入所療養介護費  

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費  

口 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費  
三■仝・，l妄言【ニl－4・、l＿⊥Z撫＝甘口1 言【二．1き岩圭ノヽ」言責仁速巨  

．l、      ′ ヽ 白ク丁方【nll－のりノむりGl男乃ノ＼nlナ冗食ソl■呂芸文   

二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費  

10 特定施設入居者生活介護費  

11福祉用具貸与費   

Ⅱ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造  

居宅介護支援責   

Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造  

1介護福祉施設サービス  

2 介護保健施設サービス  

3 介護療養施設サービス   

イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   

ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス   

ハ 老人性認知症疾患療養病床を有する病院における介護療養施設サービス   



Ⅰ指定居宅サ～ビス介護給付費単位数の算定構造   

1訪問介護費  

3破訪問介護  
鼻により行われ  
る場合（※）  

護員等による  
2人の訪問介  場合  

身休介護の（1）  

～（3）に引き続き  

生活援助を行っ  
た場合  

夜間若しくは早  
朝の場合又は  
深夜の場合  

基本部分  

（1）30分未滴  
（254単位）  

イ  （2）30分以上1時間未満   
身体介護   （402単イ立）  

（3）1時間以上  
（584単位に30分を増すこ（＝＝  

十83単位）   

（1）30分以上1時間未満  
（229単位）  

［】  

生活援助        （2）1時間以上  

（291単化）   

ハ 通院等乗降介助   
（1回につき100単位）   

1国につき  

＋100単位  
特定事業所加算  

（Ⅰ）   

†20／100   

特定事業所加算  
（n）   

「1n／10D   

特定事業所加首  
（Ⅷ）  

†10／100  

夜間又は早朝の鳩  

†25／100  

深夜の場合   
ト50／100  

X200／100  

＋5／100  十10／100   十15／100  ×70／100  

二 初回加算  
（1月につぎ＋200単位）  

特別地域訪問介護加算、中山問地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項巨  
3級訪問介護員が指定訪問介護事業所に雇用されている場合であって、当該者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの問∴所定単位数の100分の70に相当する単  ※平成21年3月31日時点で、  

位数を買足する。  

2 訪問入浴介護費  

山間地域等に  
任する者への  
一－ビス提供加  

介護職員3人が 行った場合  基本部分  

＋10ノ100  ＋5／100  」15／100  

ロ サービス援供体制強化加算          （1匝lにつき  

特別地域訪問入浴介護加凰中山閤地域等における小規模事業所加算、中山問地域等に居住する者へのサービス謹供加算は、支給限度観官王苧の対象外の算定項目  

し脚注j   

l．学位数算定記弓の説明  

十00単位  →  所定刺青数 ↓ 00皇位  
00単位  →  所定単位数  00兇位  

×00／100 ） 所定単位数 × 00／100  
100／100 つ  所定劉ii数 十 所定単位数×00／100  

介護1   



3 訪問看護費  

」 

ステンヨンの  
埋草■法±、作  

＃■法士及び  

苦言害聡1士の  
指定訪問看；嚢     鳩舎  

（り 20分未満  
（夜間、深夜、早朝のみ算定可）  

（285単位）  

（2）3C分乗満  
イ指定訪  （425単位）  

間者護ス  
テーション  
の場合                  （3）3C分以上1時間未満  

（830単柏）  

（4）l時間以上1時間30分未満  
（1．198単位）   

〔1）2〔労未満  
（夜間・深夜・早朝のみ算定可）  

（230単位）  

（2）3〔l分乗満  

口 病院又  〔343孝イ立）   

は診療所  
の場合  （3）3〔〉分以上1時間未満  

（550単位）  

〔4）1時間以上1時間30分乗満  
（845単位〕   

ハ サービス提供体制蘭化加算            （1回につき ＋6単位）  

＿＿■．＿▼＿一＿＿」＝特別地域訪問者護加算、中山問地域等における小柳美事某所加算、中山問地域等に居住する者へのサ▼ビス提供加計ターミナルケア加昇腋支給唱産額管理の対象外の算定項自  

※ 医療機器等を使用する書写特別な管理が必要な状態の者への月2回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の力口琴を算定できるものとする。  

4 訪問リハビリテーション費  

n サービス提供体制強化加算             （1匡lにつき ＋6単位）  

」 中山間地域等に居住する壱へのサ・・ビス堤供加算は、支給増度顎管理の対象外の算定項目   
一一＿＿＿＿＿  

5 居宅療養管理指導費  

（－）在宅の利用者に対して行う場合   

（1）病院父は診療所の  （550単位）  

薬剤師か行う場合  
〔月2回を限度）        （二）居住系施設ノ、居書割こ対して  

行う増合   
口重斉柏而  （385単位）  

が行う場合  （一）在宅の利用者に対して行う場合   

（2）津吊の凄刺師の甥  （500鎖也）  

（戸4［司を限度）        （二）居住系施設入居者等に対して  
行う場合   

（350単性）   

注  
特別な藁刑の投薬が行われていも  
在宅の利用者又は居住系施設入  
居者等に対して、当該薬剤の使用  
に簡する必要な薬学的℡習指斗を  
行った場合  

十100単位  

＃ ロ（り（二）及び（2）（二）について、がん末期の患者及び中心幹脈栄養憑老については、遇2回かつ月8国葬定亡きる。  
辛居佗系施設入居者等とは、委譲老人ホーム、壇賢者人ホーム、引斗老人ホム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介三雲、離日症対応型共同生活介護を受けている者をいう勺  

介護 2   



6 通所介護費  

個別＊能訓  個別機能謝  練加★（Ⅰ）  繍加算（Ⅱ）  又  は   

注  

1日につき    1日につき   

＋27単位   ＋42単位   

を超える鳩舎   注  基本部分     利用者の敷 が利用定貞   又  は   看護・介護職 貝の員数が 基準に満たな い場合   

要介  l  （ 437 申イ立）  

（ 504単位）  

3時間以上  （ 570単イ立）  

4晴間未満  （ 636単位）  
イ  

要介護5  （ 702単位）  

小  要介   （ 588単位）  
規  
摸  〔 683単位）  

型  （ 778単位）  
通   
所  

（ 872単1立）  

介  要介   （ 967単位）  

謹  要介護1  （ 790単位）  
費   

（3）  （ 922単位）  

6時間以上  （1．055単イ立）  

8時間未満  （1127単位）  

要介   （1．3：；0 畢†立）   

要介   （ 3∈1単億）  

要介昌幸2  （ 4≡7単位）  

3時間以上  （ 4∈ト3割立）  

4時間未満  （ 5∠19学位）  

要介護5  （ 605剰立）  
通  
常  要介   （ 5〔J8割立）  

規   （ 5〔i8単位）  

繰 型  （ 6（）8聾イ立）  

通  （ 7∠伯 棋イ立）  

所  要介   （ B：ノ8単1立）  
介  
護  要介   〔 6フ7 攣1立）  

芦   要介護2  〔 7∈59単位）  

6時間以上  （ 9（‖ 蔓性）  

8時間未満  （1．0■3単位）  

要   （11：さ5鹿川）   

重介護1  （ 375単位）  

重介護2  （ 430単位）  

／＼   

（ 485単位）   

！中山間地域」  
三  

注  獣雲箸き雪 ：ス提供加算；  

未満の適所介護  
の前後に日常生  
）舌上のせ話を行う  

6時間以上8時間    場合  

B時間以上9時間   
未満の場合  

＋50単位   

9時間以上10時   
間未満の場合  

＋100rll位  

8時間以上9時間   
未満の鳩舎  

・5（〕単柏   

9時間以上川路   
問東満の甥今  

⊥＝〕0酬、1  ＋150単位  

1回につき  （月2回庖  限度）  

＋150単位  

1回につき  （月2回應  限度）   

要介護ヰ  （ 540▼翠l立）  

大  
規  

要介護5  （ 595単位）  

摸  要介護1 （ 499単位）  

型 通  要介護2  （ 5■78単位）  

〔2） 4時間以上  く′ 657単位）  

所 介  要介護4  （ 735単位）  

議  
＃  

要介護5  （（‖4単位）  

要介護1  （ 665単位）  

6  要介護2  （ 776単位）  

6時間以上  （ 886単位）  
8時間未満  （ 996単位）  

要介護5  （1．106単位）   

要介護l   （ 365単位）  

要介護2  （ 418単位）  

3時間以上  （ 472単位）  
4時間未満  （ 525単位）  

大  要介護5  （ 579単位）  
規  
模  要介護1  （ 486単位）  

型   要介護2  （ 563単位）  

通   （ 639単位）  
所 介  要介護4   （ 716単位）  

護  要介護5  （ 792風位）  
費  要介護1  （ 648単位）  

Ⅱ   要介護2   （ 755単位）  
6時間以上  （ 862単位）  
8時間未満  （ 969単位）  

要介護5  （1．077単位）   

ホ  （1）3時間以上6時間未満   

療  （し000崖1立）  

裳  
通  
所 介     （2）6時間以上8時間未満   

謹  
費   

（し500単位）   

8時間以上9躊闇   
未満の喝台  

・50軍u   

9時間以上川拍   
笥未詳の鳩ハ  

ー100畢イ立  

8時間以上9時行P   
未′苛の堵台  

†5D貸付   

9時間以上1〔）特   

写未満の場合   
・100単イ立  

l－ 

i一二三二三＿三言  

中山間地域等に居イ主する壱へのサーヒス浣擁加冨は、支給β良贋軍曹理の対象外の算定項目  

介護 3  



7 適所リハピノテショノ費  

（ 845単位）  

（ 955単位〉  

〔 688塵也）  

（ 842澤位）  

（ 995単位）  

（1．14g単位）  

の  以上  要介護3      （ 735単位）  増  （1．303単位）  

畢介慮l  （・265単性）  

1時間  （ カ5ヰ也）  
以上  （ 324単位）  

2時間 乗糞  （ 354慎也）  

蔓介護5  （ 
口  要介護l  く 379単位）  

（ 455慎也）  

大 規 檎  し －531単位）  
の  （ 
事 業  （ 682斗位）  

（ 試）6土色）  

ロ   614隼匂）  

以上  （ g39単位）  

（1，129単位）  

所  

（1）サービス攫供体制強化加事（り       （1回につき12十色喜加■）  

ニ サビスIl供 ♯割譲化加算  

（2）サービス提供体利強化加■（Ⅰ〉       （†垣】lこつき 6■位苔加書）  

中山闇椎接写に居（ける舌へのヤ「′1凄供加平は 支＃瀾匿鄭管王聖のR賢列の習1ニ貞∃  

介三14   



8 短期入所生活介護費  

注   

■王l体精細算    1l・＝ l  山   （Ⅱ）   

＋4単位   ＋8単位  

の勤稀条件基準   入所者の敷の合   の■勤が基準に   
又  

夜勤を行う椎貝    利用者の勤及び   は  合川 tけ■■          を薦たさない場   計数が入所定■   議たない場合     を超える場合   

注  

メ97／100   ×70／100   ×70／100   

リダーをユニッ  
ト毎に配tしてい  

なし、等ユニットケ  

アにおける体制  
が未整備である  常勤のユニソト      場合  

圭介護1  （ 655蔓性）  
（－）単独型短期入所生  

活介護費（Ⅰ）  

（1）単独  

型婚期入  重介護5 ′ （ 937霊位）  
所生活力  婁介ま1  （ 737蔓性）  

諸費  
活介百事責（］）  

く多床室）  

イ婚期入所  
壬介護4 仁 949単性）  

生麺介il費  
羊介護5  （1，019葦位）  

（1日につき 
菓介護1、  く 621単位）  

（）併設型短期入所生  
活介識才＝）  

（2）例言受  

、－】  羊介護5 く．（ 903単位）  
所年譜介  要介護l ∴（ 703単位）  

言‡賛  
活介i蓼費（］）  

（多床書 ≠介護ヰ  （ 915蔓性）  
圭介蹟5 （ 985単位）   
要介護† （ 755単位）  

（）里栓型ユニット型  

短期入所生活介i筆書   

（1）艶独 型ユニット  

lT＝  壬介攫5  （1，027睾拉）  
要介護1  （ 755単性）  

所生詫介 i●★  

（ ロユニソト型  ユニット型準個室〉  

－－・・  

（16につき）  （）併設型ユニット型  

短軸入所生活介…隻費   

短期入所生  
（1巳につき 23里佃を力n算）  

（1）看護体制加算（l）を算定している場合  

木在宅中主  
度者受入加 算  

（1日につき 413塵拉を加算）  

（4）看護体制加算を算定していない場合  
（1日につき425単位を加算）   

ウ加算を算定する場合は、超過定員減算の適用につし、て要件の緩和を行う。  ※ 緊急短期入所ネットワ  

介護 5  



9 短期入所療養介護費  
イ介護老人保健施設における短期入所療養介護♯  

姦Ti■11l仲・．  

「
t
．
 

羊介護1 （ 746単位）  
a介護老人保健施設繋  

所療暮介護費（i）  

設短  
く従来型個室＞  

Ⅰ）  事介護5‘（ 955≠也）   
畢介ヰ1 （ 8略半枚）  

b介讃老人保健施設彙  

所療暮介護井（＝  

＜多床室＞  羊介メ4 － （、1，001薗也）  
菓介托5  （1；05ヰ蔓性）   
羊介七1‘′（ 767幾世）  

a介護老人保健施設～  

所★暮介護費（＝  

施設短   く従来型個室＞  

Ⅲ）  要介杜5、（1．117蔓性）  
職■を   蔓介■1′  （′ 86ち厳拉）  

b介ほ老人保l建施設1  

所★暮介護費（い  

＜多庚雪＞  事介義4＝  く1．1ヰ0蔓性）  
壬介良5ゝ  くl，216単位）   
≠介欄H  （ 767■拉）  

a介護老人保健施設1  
所オ蔓介護費（i）  

施設頬    ＜従来型個室＞  

Ⅲ）  葦介護5  （1．090斗拉）  
オン   羊介護1 （ 866単位）  

b介主筆老人保健施設  

所療養介岩蔓貢（l＝  

＜多床璽＞  要介覆ヰ‘‾一＝－（■1二113単位）  

羊介護5∴（1，】89単位）   
蔓介欄汀∴（ 848単位）  

aユニ・ソト型介i葦毛人  

没短期入所♯憂介ほ   
血 くユニ・ソト型個至〉  

蓼介   蔓介護5 （】．057単位）  
璽介ヰト▲‡＝＝（糾8′単拉）  

bユニット型介吾妻老人  

施設憧期入所療暮¶ （ 

‖）  くユニット型菓個室）  

雲介護5  し1．057里拉）   

aユニツL型介占i老人  

療  
蔓介護 

圭介…■4∴ （】．202単位）  
要介護5  （1，278塑性）  
要介護1、 （L 92a阜也）  

施設短期入所療養介護費   

bユニット型介ii老人保健  凶 （ユニット型牽個室）  

要介護5  （1．278単位）   
要介護1 （ 928単拉）  

aユニソト聖イ＝筆老人保健俺 設短期入所俄憂介喜≠費 （）  

■  

仁」介靂嚢老人保健施  
期入所瘍暮介i蔓書（  

b介讃老人保健施設煙 

所療暮介護井（＝  

＜多床室＞  

a介護老人保健施設短 
所★暮介護費（＝  

所★暮介護費（い  
＜多庚雪＞  

a介護老人保健施設短 

所オ蔓介護費（i）  

健施 介i肇                 （二）介il老人保健      期入所療養介護井（   ＜療養型老健看；隻       配置＞   （三）介墓養老人保健       期入所療養介云l責（   く♯葉型毛健雪盲蔓       二い－ル体制＞  

所療養介岩蔓貢（l＝  
＜多床璽＞  

aユニ・ソト型介i葦毛人 

没短期入所♯憂介諸 

巨人  

bユニット型介吾妻老人 

施設憧期入所療養介 
（‖）  

くユニット型菓個室 

aユニツL型介占i老人 

C      ／  

（2）ユニソト型介指  

老人保健施設ナ重醐入  
所療養介諸斉 （1日につき）  

保健施設短期入所    邑蔓芦（n）   く療養型老健  

＋  

l仲山t轟：即い元日川つL 扇l 】■（閃ノル掛川【」ハり”’     古隻費（m〕  要介護1 （ 928単位）  禽養型老漣青書隻  
インコール体制＞  施設短期入所療養介諸費  

bユニソト型で・言葦毛人眈健  （） （ユニット型牽個室J  

電介護2  （1．005単位）  
要介護3  （1，119単位）  
要介護ヰ  （1，195単位）  

ヽ          l   

要介護5  （1．271単位）  
（－）3時間以上4時間未満  

費                     （二）4時間以上6時間未満  （  （3）特定介護老人保健施設別入所女暮介護  
（三）6時間以上8暗闇未満  

特別療養費と緊急時施設療養費は、支紺屋産額管哩の対象外の算定項目  

※ PT OT STによる人員配苫）成算を適用する場合には、リハビ欄糀弓毛化加算を適用しない  
※ 緊急主白熊入所ネソトつ一ウ加算を算定する場合は、超過定員′成算の商用について要件の緩和を行う  

介護 6  



口療養病床を有する病院における短期入所療養介護賞  

雷介護l  （ 715↓位）  

a病院■轟ホ庚短期■介■2 （堤5■位）  
（）鉄腕痍兼  

病床短期入所  
痍覆介護書  事介iち  （l二255斗仕）  

（＝  ■介農1  （ 846＋位）  

t護く61〉 介aく4い  

入所痍義介護書（lり■介舶  （1、19ヰ斗拉）  

多床空 ■介i4  （11295■位）  

暮介血5′  （1こ386■拉）  
事介■1 （ 655■拉）  

a病院療玉鋼床短期事介■2 （7糾暮色）  

（1）病院療蕃病床  

煽糊入所瘡養介護  書介オ5】 （1÷122斗拉）  
●  （n）  事介か  ′（ 788斗位）  
〔1日につき）  

入所療賽介護費（¶）書介■3′  （1．055■位）  

多床雲 事介轟ヰ  く1、211■也）  
事介護5  （1、253■拉）  
雷介農1． （ 625暮位）  

a痛快療養病床短期事介打2 （736事拉）  

（三）稀院機雷 病一束短期入所  

■介15  （1．085半位〉  

＃介書1 （ 758■性）  

t護く6い 介護（61）  

療養介遠耳 （皿）  入所株券介讃費（i）辛介護8  （1、018■拉）  

多床軍 書介護4， ′（1．175斗位）  

璽介薗5  （1．216■位）   

事介慮け【1 715事故）  

a病院療養病床校遇 要介護2．（′ 優5暮位）  
型別人所ヰ震介護モ介託3． （975■位）  

（）病院療養  病床繕過型周  
糊入所痺♯介  事介■5  （1こ157■拉）  

護輩（l）  畢介霞ト ぐ 846ヰ也）  

ta（61〉  

介護（4い    型短期入所標葉介謹書介耶丁 （い00■位）  

室＞  葉介■巨、（－．197事拉）  
■介書5 こ（1、21】8■性）  

辛介遵1、 （ 715斗位）  

a病院療養病床経過 ■介護2  （自25■位）  
製塩期入所療養介護事介齢 （933■性）  

〔二）病院療養  病床綬過型短  
期入所痺事介  蓼介護5  （l．115■位）  

護賃（：）  平介dl  （ 84る十色）  

■農くヨ1／  

介豊く4ト  

長官＞  畢介護4 （－，155皐也）  
饗介護5 、（1．24G単位）   

異介■1  （ 849■拉）  

所懐慕介護書（  霹介護3  （l，1∈け■也）  

（3）ユニット型病  
璽介護4  （1．298■位）  

薯介纏5  （1．3B9♯位）   

院痺豪雨昧短順入   
要介＃1  （ a49単位）  

ユ、’トモノ           病院痍ヰ病床短期入 畢介ま2 （959斗位）   
所帯賽介諸雷（   ［）  婁介き3  【1．197ヰ位）   

（ユニット型聾個室〉   

”  
事介穫4（1，298♯拉）  
粟介a5（1．389■也）  
蓼介護1  く 84日■也）  

（）ユニット型病院榛套病床糧過型  
短押入所編殊介護♯（1）  豊介a3   （1，109単位）  

（ユ＝ソトざと個室－  辛介護4  （1、200■位）  
事介諷5   く1．291単性）  
曇介護1  （ 849斗拉）  

（二）ユニット型柄隈榛養病床ほ過型  

短期入所籍璽介護費（Ⅶ）  

〈1二ソト聖霊個室）   

書介護3  （1．109■性）  
零介護4  （1．2（氾■也）  
畢介＃5  （1．291事拉）   

（一）3簿Ⅶ以上4時間末篇   （ 650上位）  

、．   

‾    ■’  
・●il・盲  

（＝］につき 23単1立を皿寧）  

F竺竺竺葦妄靂妄  

．．．j 特定診療費は、支給限度唇管理の対等外の算定1負目  

※ 医師の人乳配薗減算を適用する場合には、医師繹過措置減算を適用しない 
〆 夜勤勤務条件減算左適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない【  
㌢緊急短期入所ネソト「トウカ膵を算定する場合は、超過定員減算の適用について雲〃の緩拙庵膏う  

介護 7   



ハ診療所における短期入所療養介護費  

利用者の数及び入  
院患者の数の合言十  
数が入院患者の定  
員を超える場合  基本部分  

要介護1   （696単位）  

a診療所短期入所療箋介  
護費（i）  要介護3   （800単位）  

（－）診療所短  要介護4   （851単位）  
期入所療養介護  要介護5   （903単位）  
費（Ⅰ）  

看護く6ニ1〉介  要介護ト   （827単位）  
護く6二1〉  

護費（Ll）  要介護3   （931単位）  
〈多床室〉  

（1）診療所  
要介護4   （982単位）  

短期入所療養  要介護5   （1，034単位）  
介護費  要介護1   （ 606単位）  
（1日につき）  a診療所短期入所療養介  

諸費（l）  要介護3  （698単位）  
（二）診療所短  要介護4   （744単位）  
期入所療養介護  要介護5   （790単位）  
費（□）  

看護▲介護  要介護1   （7∂7単位）  

く3：1）  b診療所短期入所療養介  
諸費（†り  要介護3   （ 829単位）  
く多床室）  要介護4   く 875単位）  

要介護5   （921単位）   
要介護1   （830単位）  

（－）ユニット型診療所短期入所療養介護  
費（Ⅰ）  要介護3   （934単位）  

（2）ユニット 型診療所短期  要介護4   （ 985単位）  

要介護5   （1，037単位）  
入所療養介護  
費  要介護1   （B30単位）  

（1日につき）  

費（Ⅱ）  要介護3   （934単位）  
くユニット型準個室〉  要介護4   （985単位）  

要介護5   （1，037単位）   
（一）3時間以上4時間未満  （650単位）   

（3）定扇橋詑 入 l（－）射詩間以上6時間未満  （900単位）   

l（三）6時間以上8時間未満  （1・250単位）   

（4）療養食加算  

緊急短期入所ネットワーク加算  
（1日につき 50単位を加算）  

■▲‾▼  
〒（訂宿衰富豪衰  

＝ 特定診療費は、支給隙度額管理の対象外の算定項目   

※緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行うり  

介護 8   



二 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費  

僻地の医師確保  
計画を届出たもの  
以外で、医師の数  
が基準に定められ  
た医師の員数に  
60／100を乗じて  
得た敦夫満である  
場合  

常勤のユニット  
リーダーをユニット  
毎に配置していな  
い等ユニットケア  
における体制が未  
整備である場合  

利用者に対して  
送迎を行う場合  

僻地の医師確保 たの  
計画を届出も  
で、医師の数が基  
準に定められた医  
師の員数に  
60／100を乗じて  
得た数未満である  
場合  

定められた看護  
職員の員数に  
20／／100を乗じて  

得た数未満の場  
看護師が基準に     A  

利用者の敬及び  
入院患者の数の  
合計数が入院患  
者の定員を超える  
場合  

看護・介護職員の  
員数が基準に満  
たない場合  

（＝）認知症  
疾患型短期  
入所療養介  
三璽費（Ⅰ）  

看護く31〉  

介護く61〉  

（ニ）認知症  
疾患型短期  
入所療養介  
護費（Ⅵ）  

看護く41）  
介護く41〉  

（1）認知症疾  
患型短期入所  
療養介護費  
（1日につき）  

（四）認知症  
疾患型短期  
入所療養介  
護費（Ⅳ）  

看護く41）  
介護く61ノ  

片道につき 十184   

単位   （五）認知症  
疾患型短期  
入所療養介  
護費（∨）   

竃過措置型  

6時間未満   （  900単位）   
8時間未満  （1，250単位）   

（）認知症挽雲型経過甲短期入所療  
（2）認知症疾  

患型綬過型短  
期入所療養介  

諸費  
く多瑳空〉   

aユニット型認知症  

（）ユニット   疾患型短期入所療  

大 芋  

（3）ユニットヤ」  病  
認知症疾患型  くユニット型準個室  
短期入所療養  
介護費  aユニット型認知症   
（二）ユニット    （1日につき）    疾患型短期入所療  

禦認知症候  養介護費（1）    型  

般  くユニット型個室）  

短期入所療       bユニット型認久口先E  

病  
（ユニット型準個室  
〉   

（4）特定認知症  

疾患型短期入所療  
妻介護賞  （三）6時間以上  

（1日につき12単位を加算）  

（8）サービス提供   

体制強化加算   （1日につき 6単位を加算）  

（三）サービス提供体制蘭化加算（Ⅲ）  
（1日につき 6単位を加算）   

（－）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      （二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

…一＿一＿＿＿＿＿＿…＿＿」 粕定診療費は 支給限度額電工竺の対一毀外の芦定項目   

：ち 緊急短期入所ネソトワク加算を算定する鳩禽は、通過定員減算の滴尉二ついて要件の精細を行う 

介護 9  



10特定施設入居者生活介護賓  

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合  
員数が基準  
に満たない場  介護職員の  

身体介護 所要時剛5分乗濃の場合99単位  
所要時間15分以上〇0分乗凛の場合198豊丘  

所要時間ミ柑分以上1拷問分未満の場合2叩単位に所稟陪  
即0分から計算して新妻時間机5分■すごとに90単位電場  
所憂時間1時耶岬以卓の積善ち77単極こ所さ時即時闘  
30分か紳鄭ノて所蔓時簡がほぬ1すこ占こ37単位を加算した  

生活援助 所要時間15分兼濃の癒合、50単位  
所要時附5分以上1時間未満の船99羊鱒に所望時附5  
分から計算して所要時間がほ分場すご也こ58単位を加算した単  
所要時間l時間堺上1陪削5分乗満の場合225単位∵  
所憂時即時間15分以上の場合〉27（】単位  

伽州1回につき 90単位  
他の訪問系サービス及び適所系サ⊥ビス  

通≠の各サービスの基本部分の報酬単位の90／100  

福祉用異質与  
通常の福祉用具食与と同様  

※ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度喜上限とすも   

※限度観 要介護1 17．358単位  
要介護2  19．486単位  
要介護3  21，614鵠塩  
辛介護4  23．712単位  
葉介凛5  25．870単位  

11福祉用具貸与責  

中山間地域等こ居住する者への  
サービス提供姐■  

山間地域ギにおけ引、親機  特別地域福祉用具貸与加算  

交通書に相当する耀の1／3に相当  遷責に相当する♯の2／3に  
する領主事事所の所在地に適用さ  する綴喜事業所の所在地に適  

他に適用きれる1農事塵の単価で  

して得た里1立数を加算  
の掴で凱て得た単位数  されるl♯位の羊■で験して  

里拉数を加井  
個々の用具二とに貸与芦の100  （個々の用1ご出こ貸与暮の1／3  

限度）  

個々の用具こ出こ貸与1の2／  

特別地域福祉用具貸与加算、中山問地域等における小柳菓事業別口芳、中山問地域等に居住する者へのサビス提供加腰は・支給限度額  
管理の対象外となる算定項目  

※要介護1の着については、車いす、幸いす付属臥特殊寝台＼持株曝台付属臥床ずれ防止用具、倒立変換器、認知症老人排網悠知1頴器、キ多勤用リフトを算  
定しないl（ただし、別に厚生労働大臣が定める状阻二ある薫を除くt）  

介護10  



Ⅲ 指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造  

居宅介護支援費  

】 

ヽ1i  

（運営基準減算の場  
合）  

×70／100   

（運営基準減算が2月  
以上継続している場合）  

×50／100  

※居宅介護支援費（Ⅲ）（皿）については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件及び60件を超えた場合＼40件を違えた部分について減算  

介護11  



Ⅲ 指定施設サービス等介護給付費単位数の算定綿造  
1介護福祉施設サービス  

注   

＝  t・，   

入所定A3†  入所宝13l   
人以上58人  人以上50人   

以下  以下 
6単位  13▼拉 

入所定■30  入所雇■30   
人又！ま51人  人又l壬51人   

以上  以上 
4■些ゝ  8■拉   

■介■l   （ 5さ9■愴）  

a什雄Ⅶ祉施鰍サ→  

ス■（】）  暮介書3   （ 730■拉）  

城薫製甘主）  

）】廿日  ‡■軋掩汝  －            ；   ・▼  

サビス暮  ■介ト1   （ 名51■虚）  

■l、一  
ス暮（‡）  

多度吏 
事介撫古    く  7g2■せ）  

（1）介餞  書介暮ヰ   （ 鵬3■拉）  

娼l止應汁  サビス書  ●     －▼  

（1日につ  ■介■1   （ 753■位）  

さ 
・・二∴二・  
サービスt（1）  

従来型偲稟ゝ  
介 tl 福  ■介汝5   （†．822●位）  

祉 施 汐  
事介攣l．  （ 815■仕）  

b小規穫介性鳩址應設  

サ  サビス書（Ⅱ）  

夢床王 ■介■4’． （l．017事位）  

■介■占 ■ （1，塊一事位）  

a日檜甘入所書介捜福  

■介▲ト5 （ニ氾6事拉）  

（2）旧糟  

l－）旧譜 1入所者介 こ・ サービスt   軋施設サビス■＝＝ ‘機業型髄重）   

l血沈サービスt川）  

t入所者  介講禰址  車床重 ●｛蟻ヰ，も  （ 898畿位）  

鬼没サート  ス書（1日  

つき 
∂小楔惰l引射■入所者介  

（二）小環 樗旧汗■入  

薪書介は事i  ■示比▲・5  （ 錦8■位）  

祉躯沙サ ビス■  
濾檀址礼鰻サービス↑（Ⅱ） （多良￥ゝ   

仙      ■－－ ■・   

事介■1   （ 669♯憧）  

a二Lニュト型介護橿祉確  

！食サビスt＝＝  

ッー型tヨ王〉  

ユニ  
1          ；こ  ∴■▼  

ト型介【l沌  暮イナ麟5    （、≦鵬l斗憧）  

施滑サビ  事介血1  （ 鴎9■位）  ■  
b1二ノト型介扶植址凛  

泣サビス暮＝＝  

（1）ユ  ユニソト望■個室 事介護斗   （ 881■仕）  

エソト型介  拉鳩址撫  事介甘5    （ 941事位）  

ト 型  
r「  81ニノト型小環樽介ヨ 福祉罷沖サビスt 山 ビュニソト型領空ノ  

は モ 人 絹 l！止     斡サービス 暮（1E】に つき） ‖   

」＿   
◆ 設  亡介≡5   

亡介≡5 ■介鰊】（82Dt位）      事介護2    く  887■位）  

よ  過払施曹サビスt 岨  

も  （1ニノト型■旬璽〉  

十  ｛  ■介慎ヰ   （1．022■性）      攣介鯵5    （l．089単位）   
福  址  ∂ユニソト暫旧譜正入所  

葛∩濃福祉膿汁サビ  ■小農2・3  （ 789十位〕  

サ 三舎 サ u   

lコ）ユ  

二ノト型旧  
橋t入所   

ユー「l】）  暮介は2■3  （ 769単位）  
lユ小型攣琶雷）   

址施曾 サビス井  
（1Bl＝つ 十‡   

ト型小規構旧 簿オ入所舌  
介出場祉應  
沖サビス曽   

一入所書介護福心欄闇 ljビス■（コ）  

r：1二ノト型♯琶き〉   

入所者がホ障又は診1所への入陳奄蓼し．たサ合及び入所書に対して居宅における外泊を昆めた場合・1月に6日喜限度として断定1他社に代えて1日につき246単色を■吏  

相談援勒力6  

（2）退肺時相談援助加声  （40【）  

退所時事  十  tl）適所椚乱訪阻榔裾引削鋸 l入所中1回（又は2回＝」臥所強1【司を円引事■＝46（」＃色を江         （3）退所荊i隻娩加算           （50り   

主 人所名題し【モ♂）電怪事J圧て長か打）和。絹計本行し、た、〕市町杵隻リモ人什は盲祷ヒントr77して必要L◆書稀を淫丑＝ノ＝峰舎  

（1）経口総柄加算〔11  

2）雉口糧持加算＝＝  

介護12   



2 介護保健施設サービス  

員の勤務条件    入所定員を超    1．介鶴■   

夜tわを行う犠    入所者の麹が    医輌、■kt            基準を薦たさ    える土l合  又 は  ■、毒筆書法  ない場合     士．作相法 士、書富韓覚 士又は介撫支 濃書M貞の■ ■が暮攣に雷 たない1■A   
注  

X9／／100   ※ソ0／100   メ70／100   

精勤のユニッ  
トリダを  
ユニット毎に  
配1していな  

い等ユニット  
ケアにおけも  
体制が束髪情  
である場合  

（）介護保健施設1   

＜従来型個室＞  

（1）介護保健施設  
サ¶ビス費（l）  

（二）介護保健施設t   

く多床室＞  

ト）介護保健施設t   

イ介護保健施  
サビス井（Ⅱ）  

設サービス賛 （1日につき）  

職員を配覆＞  

く多床宰＞  

ト）介護保健施設t   

（3）二7凛保健施設  

サビス費（Ⅲ）  

く横着聖者醍‘看護  
オン＝】ル体制＞  

＜多床宰＞   

（）ユニット型介護t  
サビス斉（り  
＜ユニット型偶憧＞  

（1）1ニット型介護  

保健施設サビス費   
＝）  

（二）ユニット型介護†  

サーービス甘（l）  

＜コニット型華健室二ゝ  

（）ユニット型介請イ  
サビス費（l）  

ロ ユニット型介                  （2）1ニット聖介護 保隠施設サビス費    ＜1ニット型個室＞   

喜蔓保ゼ漣施設サ1一  

ビス費 （1ヨにつき）   ‖＝ く療姜聖壱健：看護 職員を配遜＞   

（二）ユこツト型介護†  
サ▼ビス景（lり  

くユニット型準個箸ノ  

（）ユニット琴介占筆イ  

サービス丈〔）  

（3）ユニット型介護    くユニット聖侶」室＞   

一■介汁1（ 73ヰ重他）  
∈健施設サービス井  

粟介護3（ 836単位）  
竪＞  妻介1ヰ（ 890豊位）  

賽介躊5（ 943単位〉   
葉介機1（ 813単位）  

と償施設サビス費      圭介】■2（ B62農地）  
婁介旛3（ 915蓋位）  
葉介繍ヰ（ 969単位）  
圭介旛5（1．022蔓性）   
璽介繍l（ 735蓋世）  

已健施設サービス費  
墨介護3（ 933単位）  

個室＞  婁介訂ヰ（1．00g、単位）  
手介汁5（′1＿085単位）   
畢介汁l（ 81ヰ単位）  

保健施設t  
壬介害暮3（l．012蔓性〉  
蔓介翼■ヰ（1．088里位）  
要介護5（1．164単位）   
要介＃1（ 735単位）  

た健施設サ、ビス書  

婁イ一議3（ 906単位）  
個室＞  要介簿ヰ（ 982単位）  

要介護5（1．058単位）   
要介護1（ a14単位）  

保健施設1  

辛介王暮3（ 985卓也）  
圭介≡■ヰ（1．061単位）  
圭介汀5（1．137単位）   
妻介旛l（ 816里は）  

ト聖介護保健施設  
り  翼介篭暮3（ 918、単位）  
個亨＞  蚤介t暮ヰ（ g72単位）  

妻介護5（1．025単位）   
要介a‖（ 816単位）  

ト型介護保健施設   
要介旛3〔 918単位）  

華健室 要介！■4（ 972単位）  
要介護5（1．025単位）   

ト聖介請保健施設   
要介護3（1．Og4里位）  

個室＞   妻介護ヰ（1．170豊1立）  
要介護5（†．2ヰ6単位）   
要介護1く  896単l立）  

ト型介護憬鯉施設  
塁介護3（1．Og4単位）  

準個箸 要介：暮4（1．170単位）  

要介凛5（1．246単位）   
婁介護1（ 896単位）  

ト琴介護保健旅題   
要介護3（1．067単位）  

侶」室＞  円   畢介躊1（ 896単位）   要介護2（ g7g卓也）            lり ノ       要介護2（ 979豊位）            可       姜介護2（ 973単位）    妻介書暮4（1．143里1立）  
∪』ヒ』UUUU U  
入所者lこ対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数l二代えて1日につき362単位を算定  

（l）在宅復帰支援機鑑加算（Ⅰ）  
（1日につき15塵l立を加井）  

ヌ 在宅復帰支援機純血算  

（2）在宅復帰支ま機鴬加算（皿）  

（1日lこつき 5単位を加井）  

詳 PT OT STl＝よる人員配置減算を頭用する場合には、，5期集中IJハビリラーーニ／ヨン実施加算、諺幻症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。  
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3 介護療養施設サービス  
イ療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

一寸函を届出たもの  
で、医師の勤が暮  

肇ニ定わら九た医  

儀I他の医師確保    師の■触に 60′′10〔1を奏して 得た蝕兼蔦てある 場合  

l十画を饉出たも 以外で、医師の か墓攣に定めら  

暮介書1（  683単位）  

a療薯型介孟蔓療暮施  
（）療養   設サーセ■ス費（＝  

里介i隻痍  

手施設サ▼  要介ま5（1  
ビス費（1 畢介薫l（  79ヰ皇位）  

著吉事く6l〉   

（多床室 
要介護5 し1  
羊介強1（、  623蔓性）  

a療養型介凛■養施  
（‾－）療養   設サービス費（り  

で十JI■  

糞施設サ 壬1†l■5こ（l  ．090単位）  
ビス費（〕）  妻介穫1（  ノ734単位）  

看i璽（61′   

く多度室 
壬介護5、（  

葦介旛1（  593単拉）  

a療羞型介喜集積憂施  
（＝）療養   設サービス費（】）  

型介芸事環  
嚢施設サー  要介護5（1  ．053単拉）  
ビス貪（Ⅲ 要介護1 し  704単位）  

青言蔓く61〉   

く草餅壬 要介誰4 （1  ．123厳拉）  
羊介護5（1  ．164単位）  

3療薫型経過型介岩葦  

（）環糞   

療養施設サ 
畢介雉5∵（1  ＿125単位）  

介邑響く41）   礁設サピ ス費（1） 看⊆葺く6い   

く多床夏 要介謙4fl  ．145単位）  
蔓介護5 く1  ，236単位）   

∂療養型埋過型介言蓼 療養施設サ 
二）療養   ーヒス費   

要介護3 
要介護5 （1  ．083単位1  

施設サビ ス脅‖＝  

看‡書く∂1）   

要介i13 （1  ，012単位）  

く多岸重 要介護ぐ（1  ．103畢他）  
要介護S（1  ．†9ヰ単位）  
要介護1 f  797単位）  

ソト型額重厚介清規妻康         要介護2・（  907単性）   

設◆′｝ビス芦（Ⅰ  要介護3 （1  ．1ヰ5単拉）  
しL二ソト型個奄 要介護4 （1  ．2ヰ6塑性）  

要介舌15 （1  ，337単位）   
要介護l′（  797単位）  

（二1ユニット型静養型介蒲療善雄         要介護2 （  907単位）   

設り一 ビスき（Ⅲ 要介護3・（  1．145単位）   
/i/ 

帖用  要介護5 （1，337単位）  
要介護1（ 797単性 

rト聖療養型捲渦製介言篭  

ヒス芽（l：  

透室〉  要介護4 （1．148蔓性）  
要介護5 （l＿239単位 
要介護1（ 797単位）  
要介護2 （ 907単位）   要介護3 （1 

，057単位）  

要介護ヰ 【1．148単位）  
盟LL239単位）   巨†鯵1∃！）          〕   要介護2 （ 907蔓性）   要介護3 （1，057塑性）        1  

トミ垂車重吏二I亘三重至車重吏二二ニコ  
1月に6日を阻まとして所定輩拉致lこ代えて1訓こつき362里也を算定  

法 外泊時兼用 ′主 試行的遅犠サビス費  場合1月につき6日を朽良度として1日につきBOO単化を首葦（L21及びL4ノの凰東壁価に限る  

専門的な診如｛必要になり、他医療機間において診■が行われた場合．1月に4日を限度として所定皇位数に代えて1日につき362里1立を算定  

巨廼亘二二 （1日につき十30矧  

…  ＝ －  ＝一 一 童・  （入院中1回（又が詞）、退院j臭1恒】を防   

単位を算定ノ  
b退院時指導加算  

（400孝1壬、  

亡妻院鱗情報提供加筆  
（500軍1寸〕  

d退院前i璽携加算  

（500尊王H  

（）老人訪問舌言蔓指示加算  

（入環悪書1．Lにつき1罰を娘庸として   300里付篭：ぎ1   
（6）退院  〔一〕退院  a退院前後訪郡旨増力巳軍             加算  加東  

入院患者及びその家族等に珂」て退院後の療養上の指導左hった場合  

′主 計官介ほ曳援事業者と退院前から躍娩L†電報穏供とり  

し1巳に三重 2B単†皇互担旦L  

※ 医師の人員配置減算を適用する場合には、医師綬過指遷ノ成育を適用しない  
※ 夜勤勤務条件減算を適用する頚含には、夜間勤務等看…璽加算を適用Lない   
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□療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス  

l肘竹り■一一 

－－－  

要介護1（ 664単位）  

a診療所型介護療養施設  

サービス費（i）  要介護3（ 768単位）  
（一）診療所型介護  要介護4（819単位）  
療養施設サービス費  
（Ⅰ）  

要介護5（871単位）  

看護く6：1〉  
要介護1（ 775単位）  

介護く6：1〉  b．診療所型介護療養施設  
サービス費（ii）  要介護3（879単位）  

（1）診療所型介  く多床室〉  要介護4（930単位）  

護療養施設サービ  要介護5’（982単位）  

ス費  要介護1（574単位）  
（1日につき）  a．診療所型介護療養施設  

サービス賓（i）  葉介讃3 く 666単位）  
（二）診療所型介護  要介護4（712単位）  

療養施設サービス費  要介護5（ 758単位）  

（Ⅰ）  要介護1（685単位）  
看護・介護く3二1〉  

サービス費（ii）  要介護3（ 777単位）  
く多床室〉  要介護4（823単位）  

要介護5・（869単位）   
重力・譲1（ 778単位）  

要介護2（、830単位）  
介護療養施設サービス費（Ⅰ）  要介護3（882単位）  

（2）ユニット型診  くユニット型個室〉  要介護4（、933単位）  

療所型介護療養施  要介護5（、985単位）  
設サビス費  要介護1（J778単位）  
（1日につき）   要介護2（830単位）  

介護療養施設サービス費（］）  要介護3（882単位）  
くユニット型準個室〉  

（一）ユニット型診療所型                             （二）ユニット型診療所型  

要介護4（933単位）  
要介護5（985単位）  
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ハ老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス  

介護16   




